
三田市広報誌「広報さんだ」広告掲出取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、三田市有料広告掲出の取扱いに関する要綱（平成１８年８月１日

施行。以下「要綱」という。）に基づき三田市が毎月１日に発行する広報誌「広報さ

んだ」（以下「広報誌」という。）に掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定め

るものとする。 

 （掲出の範囲） 

第２条 広報誌に掲出できる広告は、市の広報誌としての品位及びイメージを損なわな

いものとするとともに、市民の福祉、市民生活の利便性等を考慮し、要綱第３条の規

定に掲げる要件に該当しないものとする。 

 （広告の大きさ及び掲出位置） 

第３条 広告の大きさは、次のとおりとする。 

(1) １種広告 縦６５ミリメートル×横８６ミリメートル 

(2) ２種広告 縦６５ミリメートル×横１７５ミリメートル 

(3) ３種広告(裏表紙裏面に限る) 縦１３３ミリメートル×横１７５ミリメートル 

(4) ４種広告(裏表紙裏面に限る) 縦２０１ミリメートル×横１７５ミリメートル 

(5) ５種広告(裏表紙裏面に限る) 縦２６９ミリメートル×横１７５ミリメートル 

２ 広告の掲出は各月号の裏表紙両面とし、その位置は、広報を担当する課の課長が決

定する。 

３ 広告はカラー刷りとする。 

 （掲出料金） 

第４条 広告の掲出料金は、別表のとおりとする。 

２ 広報誌への広告掲出の申込みをホームページへの広告掲出の申込みの後に行った

場合であって、同じ月に広報誌及びホームページへ広告を掲出する場合における当該

掲出月の掲出料金は、ホームページ広告申込み後のセット割引料金とする。 

３ ２・３回パックの掲出料金は、１度の申込みにおける掲出回数が２回以上の場合に

おいて、当該申込みにおける２回又は３回の掲出に適用するものとする。 

４ ２・３回パックの掲出料金は、直近の２・３回パックの掲出料金を適用する申込み

日から１箇月以後の申込みでなければ適用しない。 

 （掲出申込） 

第５条 広告申込者は、要綱第７条の規定に基づく広告掲出申込書に、広告案を添えて

市長に提出しなければならない。 

２ 申込みは、掲出を希望する広報誌発行日の２箇月前の前日（その日が日曜日、土曜

日又は休日（以下「休日等」という。）に当たるときは、その直前の休日等でない日）

までに行わなければならない。ただし、広告枠に空きがあり、掲出を希望する広報

誌発行日までに広告掲出が可能であると市長が認めた場合は、この限りでない。 

３ 同一広告主が申込むことができる広告は、広報誌１号につき１件限りとする。 

４ 掲出を申込むことができる広告掲出月は、申込月から１４箇月までの間とし、１回

の申込みにつき最大１２回までとする。 

 （掲出決定等） 

第６条 市長は、前条の広告掲出申込書を受け付けたときは、速やかに広告案の内容を

審査し、掲出の可否を決定のうえ、要綱第８条の規定に基づく広告掲出決定通知書に

より申込者に通知しなければならない。 

２ 広告掲出決定は先着順とし、同一申込日に複数の申込みがある場合は、要綱第４条



の規定に基づき決定する。 

３ 市長は、広告案を審査し、必要があると認めたときは申込者に修正を求めることが

できる。 

 （広告の版下作成） 

第７条 広告申込者は、前条の規定による広告掲出決定後、直ちに広告の版下を作成す

るものとする。 

２ 広告の版下は、広告申込者により作成するものとする。 

３ 広告の版下を変更する場合は、当該広告を掲出する広報誌の発行月の１箇月前まで

に、広告掲出変更届に広告案を添えて市長に提出しなければならない。 

 （広告掲出の辞退） 

第８条 要綱第１３条第２号の規定による広告掲出の辞退の申出は、当該広告を掲出す

る広報誌の発行月の２箇月前までに行うものとする。 

 （広告掲出料金の還付） 

第９条 広告掲出料金は、還付しない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りで

ない。 

 (1) 三田市の都合により広告の掲出ができなくなったとき。 

 (2) 広告申込者の責めに帰すべき理由ではなく広告成果物に瑕疵があったとき。 

 (3) その他市長が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により還付する掲出料金は、すでに掲出した回数を１度の申込みにおけ

る掲出回数として第４条の規定により算出した掲出料金の額を納入した金額から差

し引いた額とする。 

３ 前２項の規定により還付する広告掲出料には利子を付さない。 

４ 市長は、広告が掲出できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害について

も、広告掲出料の還付以外の責めを負わないものとする。 

 （補則） 

第１０条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行し、令和３年１月以後に発行する広報誌に

係る広告に適用する。ただし、次項の規定は、令和３年１月１日から施行する。 

（広報紙「伸びゆく三田」広告掲出取扱要領の廃止） 

２ 広報紙「伸びゆく三田」広告掲出取扱要領（平成１８年８月１日施行。以下「旧要

領」という。）は、廃止する。 

３ 旧要領は、令和２年１２月以前に発行する広報紙に係る広告に適用する。 

付 則 
 この要領は、令和２年４月１５日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領による改正後の三田市広報誌「広報さんだ」広告掲出取扱要領の規定は、

令和６年７月以降の広告掲出に係る申込みから適用し、令和６年６月までの広告掲出

に係る申込みについては、なお従前の例による。 

付 則 
 この要領は、令和６年５月２４日から施行する。 



付 則 
 この要領は、令和８年３月３日から施行する。 
 
別表（第４条関係） 

＜１種広告＞ 

１度の申込みに

おける掲出回数 
通常掲出料金 

ホームページ広告申込み後のセット割引料金 

ホームページ広告掲出

回数（１回～９回） 

ホームページ広告掲出

回数（１０回～１２回） 

１回～９回 ４０，０００円/回 ３０，０００円/回 ３１，５００円/回 

１０回～１２回 ３６，０００円/回 ２６，０００円/回 ２７，５００円/回 

２・３回パック ３８，０００円/回   

 

＜２種広告＞ 

１度の申込みに

おける掲出回数 
通常掲出料金 

ホームページ広告申込み後のセット割引料金 

ホームページ広告掲出

回数（１回～９回） 

ホームページ広告掲出

回数（１０回～１２回） 

１回～９回 ８０，０００円/回 ７０，０００円/回 ７１，５００円/回 

１０回～１２回 ７２，０００円/回 ６２，０００円/回 ６３，５００円/回 

２・３回パック ７６，０００円/回   

 

＜１種広告（裏表紙裏面に限る）＞ 

１度の申込みに

おける掲出回数 
通常掲出料金 

ホームページ広告申込み後のセット割引料金 

ホームページ広告掲出

回数（１回～９回） 

ホームページ広告掲出

回数（１０回～１２回） 

１回～９回 ３６，０００円/回 ２６，０００円/回 ２７，５００円/回 

１０回～１２回 ３２，４００円/回 ２２，４００円/回 ２３，９００円/回 

２・３回パック ３４，２００円/回   

 

＜２種広告（裏表紙裏面に限る）＞ 

１度の申込みに

おける掲出回数 

通常掲出料金 ホームページ広告申込み後のセット割引料金 

ホームページ広告掲出

回数（１回～９回） 

ホームページ広告掲出

回数（１０回～１２回） 

１回～９回 ７２，０００円/回 ６２，０００円/回 ６３，５００円/回 

１０回～１２回 ６４，８００円/回 ５４，８００円/回 ５６，３００円/回 

２・３回パック ６８，４００円/回   

 

＜３種広告（裏表紙裏面に限る）＞ 

１度の申込みに

おける掲出回数 

通常掲出料金 ホームページ広告申込み後のセット割引料金 

ホームページ広告掲出

回数（１回～９回） 

ホームページ広告掲出

回数（１０回～１２回） 

１回～９回 １４４，０００円/回 １３４，０００円/回 １３５，５００円/回 

１０回～１２回 １２９，６００円/回 １１９，６００円/回 １２１，１００円/回 

２・３回パック １３６，８００円/回   



＜４種広告（裏表紙裏面に限る）＞ 

１度の申込みに

おける掲出回数 

通常掲出料金 ホームページ広告申込み後のセット割引料金 

ホームページ広告掲出

回数（１回～９回） 

ホームページ広告掲出

回数（１０回～１２回） 

１回～９回 ２１６，０００円/回 ２０６，０００円/回 ２０７，５００円/回 

１０回～１２回 １９４，４００円/回 １８４，４００円/回 １８５，９００円/回 

２・３回パック ２０５，２００円/回   

 

＜５種広告（裏表紙裏面に限る）＞ 

１度の申込みに

おける掲出回数 

通常掲出料金 ホームページ広告申込み後のセット割引料金 

ホームページ広告掲出

回数（１回～９回） 

ホームページ広告掲出

回数（１０回～１２回） 

１回～９回 ２８８，０００円/回 ２７８，０００円/回 ２７９，５００円/回 

１０回～１２回 ２５９，２００円/回 ２４９，２００円/回 ２５０，７００円/回 

２・３回パック ２７３，６００円/回    


